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［ご注意］当手引きの記載内容は2021年3月現在のものです。
　　　　これらは予告なく変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

2021年3月版

TOYOTA
TS CUBIC
VIEW CARD
ご利用の手引き

TOYOTA TS CUBIC VIEW CARDとは？
Suicaへの入金（チャージ）・定期券購入をクレジットカードで！
JR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）、「多機能券
売機」でお手持ちのSuicaに入金（チャージ）、「多機能券売機」、「指定
席券売機」で定期券をご購入の際に、TS CUBIC VIEW CARDでお
支払いが可能！My Suica（記名式）やSuica定期券等にTS CUBIC 
VIEW CARDからのオートチャージが可能！
カードのご利用でたまったポイントは
Suicaへの入金（チャージ）が可能です。
※事前にJR東日本の駅のATM
「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）
での登録および設定が必要となります。

TS CUBICのポイントがたまる！
JR東日本のみどりの窓口やびゅうプラザ、各種券売機のご利用は
1,000円で10ポイント、JR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」
（ビューアルッテ）、多機能券売機でのSuicaへの入金（チャージ）、
My Suica（記名式）やSuica定期券等へのオートチャージ、モバイ
ルSuicaのご利用は2,000円で5ポイントがたまります。



カード
グレード

年会費
（税込み）

ゴールドカード セレクトカード レギュラーカード

TOYOTA TS CUBIC VIEW CARDについて

※ご家族会員のお申し込み資格や各カードの付帯保険の詳細につきましては、
　インフォメーションデスクまでお問い合わせください。

11,000円

（家族会員：1名さまは
無料・2名さまからは
1名さまにつき1,100円）

1,925円
初年度無料

（家族会員：1名さま
につき990円）

初年度2,750円
（家族会員：1名さま
につき1,100円）
2年目以降3,300円
（家族会員：1名さま
につき1,650円）

ポイントについて

国内・海外の加盟店で

通常より高い付与率でおトクにポイントをためる

どこでもたまる！

おトクにためる！

カードのお支払いでキャッシュバックや商品交換に使える
ポイントがたまります。

JR東日本ご利用時のポイントについて

JR東日本のみどりの窓口やびゅうプラザ、各種券売機のご利用は1,000円
で10ポイント、JR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）、多
機能券売機でのSuicaへの入金（チャージ）、My Suica（記名式）やSuica
定期券等へのオートチャージ、モバイルSuicaのご利用は2,000円で5
ポイントがたまります。

※一部対象外の店舗・商品・サービスがございます。
※年会費、キャッシング、カードローン等のご利用、au PAY残高へのカード
チャージ、TOYOTA Wallet残高へのカードチャージ、各種手数料について
はポイント付与対象外となります。
※Edyチャージ、PiTaPaのご利用、ティーエスキュービックJCBギフトカード
　のご購入等については2,000円で5ポイントとなります。

＜ご請求明細書イメージ＞

ポイントの使い方について

＊1：P.5参照　＊2：P.7参照

ご利用
年月日

 3587-1234-1234-＊＊＊＊  豊田 太郎 様

XX XX XX 加盟店A ★ 3150 1回払い 1 3150

XX XX XX 加盟店B　銀座店 ☆ 40550 1回払い 1 40550

XX XX XX JR東日本 P 3000 1回払い 1 3000 VIEW　ALTTEチャージ

XX XX XX JR東日本 ☆ 15000 1回払い 1 15000 JR東日本みどりの窓口

XX XX XX JR東日本モバイルSuica P 1000 1回払い 1 1000

XX XX XX 加盟店C ☆ 1500 1回払い 1 1500 

ご利用
金額（円）

今回ご請求
金額（円） 現地

通貨
通貨
略称

換算レート
（円）

お支払い
方法

摘要

ご 利 用 店 名

ポ
イ
ン
ト

今
回
回
数

＊1 ＊2 ＊3

＊4

キャッシュバックやキュービックプレミアム（商品交換）等、いろいろな使い方
をご用意しています。また、記名式のSuicaへの入金（チャージ）が可能です。
※事前にJR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）にてリンク
　設定＊1 のうえ、ポイントの還元手続き＊2 が必要となります。
※ポイントプラスのポイントからSuicaへの移行について詳しくはデジタル
　カタログの「他ポイントへの移行」ページをご覧ください。
　https://www8.ts3card.com/point/use.html#Return

ポイントは
一般加盟店：1,000円で10ポイント付与：☆
ポイントプラス特約店：1,000円で15ポイント付与：★
JR東日本ご利用：1,000円で10ポイント付与：☆
　　　　　　　　  2,000円で5ポイント付与：Pにて表示されます。

1,000円の
ご利用ごとに10ポイント

※ポイントアップマーケットWEBについて、一部対象外のカードやショップ、
ボーナスポイントが加算されない場合等除外条件があります。ホームペー
ジより「ご利用上の注意」、各ショップの「このショップの注意事項」をよく
お読みのうえ、ご利用ください。

ポイントアップマーケットWEBでご利用いただくと

1,000円につき20ポイント以上
ゴールド会員さまは1,000円につき30ポイント以上

https://www.ts3pum.com/

ポイントプラス特約店でご利用いただくと

1,000円につき15ポイント
詳細はTS CUBIC CARD モールへ

詳細は

または

ポイントアップマーケット
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Suica について

入金（チャージ）
JR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）、　　マークのある
多機能券売機では、お手持ちのSuicaにTS CUBIC VIEW CARDのクレ
ジット決済による入金（チャージ）ができます。

Suicaは、鉄道、バス、お買い物等でご利用いただけるJR東日本のICカードです。
Suicaに入金（チャージ）することにより、JR東日本のSuicaエリアのほか、全国
の相互利用可能エリアでIC乗車券や電子マネーとしてご利用いただけます。
・Suicaで乗車（IC乗車券）
　改札機の読み取り部にタッチするだけで通過できます。
・Suicaでお買い物（電子マネー）
　　　マークのあるお店でのお買い物でご利用いただけます。
・Suica定期券やMy Suica等の記名式のSuicaをお持ちであればTS 
CUBIC VIEW CARDとリンク＊させることにより、使い慣れたSuicaに
オートチャージすることができます。
 ＊リンクとはTS CUBIC VIEW CARDと「Suica」を結びつける手続きです。

詳細はJR東日本ホームページへ https://www.jreast.co.jp/suica/

入金（チャージ）する金額を選択してください。
入金できる単位は1,000円、2,000円、3,000円、
4,000円、5,000円、10,000円の6種類です。

赤枠部分を選択してください。

入金（チャージ）金額の確認画面が表示さ
れますので、内容をご確認いただき、よろし
ければ「確認」を押してください。

「クレジットチャージ」を選択し、お手持ちの
SuicaとTS CUBIC VIEW CARDを挿入し、
暗証番号を入力してください。

●「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）での入金（チャージ）操作方法

43

21

※1回あたりの入金（チャージ）上限額は10,000円となります。
※入金（チャージ）残額が20,000円を超える入金（チャージ）はできません。
※入金（チャージ）はみどりの窓口ではお取り扱いいたしません。入金（チャージ）
　可能な機器をご利用ください。

※JR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）では、オートチャージの
　お申し込み、金額設定・変更等が可能です。
※「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

VIEW ALTTE
（ビューアルッテ）

多機能券売機

※一部画面メニューの表記が上記と異なる「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）がございます。

※一部画面メニューの表記が上記と異なる「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）がございます。

Suicaリンクについて

TS CUBIC VIEW CARDとお手持ちのSuicaを
結びつけることを「リンク」と言い、リンク設定する
ことで、以下のサービスがご利用いただけます。

［「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）でのSuicaリンク設定方法］

・オートチャージ TS CUBIC VIEW CARDとリンクしたSuicaに
オートチャージができます。
※詳しくはP.6のオートチャージについてをご参照ください。

TS CUBIC VIEW CARD

Suica定期券等 ※写真はイメージです。

リンク!

・Suicaへのポイント移行 商品交換により移行したポイントはSuicaへ
の入金（チャージ）が可能です。
※詳しくはP.7のポイントプラスからSuicaへの入金
　（チャージ）についてをご参照ください。

Suicaのリンク設定は完了です。
※引き続きオートチャージの設定を
する場合は「オートチャージ設定する」
を押してください。

6

赤枠部分を選択してください。 「Suicaのリンク設定」を選択してください。

2

3
内容をご確認いただき、よろしければ
「確認」を押してください。

4

Suicaのリンク設定に関するご案
内をご確認いただき、よろしければ
「確認」を押してください。

5

1

「リンク設定/変更」を選択し、画面の案内に従い、
「TS CUBIC VIEW CARDとリンクさせるSuica
の挿入」、「SuicaとリンクさせるTS CUBIC 
V IEW CARDの挿入」、「TS CUBIC V IEW 
CARDの暗証番号を入力」と操作してください。

My Suica（記名式）

4 5



「リンク設定していない」を選択
してください。

4

※リンク設定できるSuicaは、　　マークのあるSuica定期券やMy Suica等の
記名式のSuicaのみです。記名式でないSuicaは、Suicaエリア内にあるJR東
日本の駅の「みどりの窓口」等で交換いただけます。

※リンク設定するTS CUBIC VIEW CARDとSuicaは、同一名義人で「生年月日」
「性別」が一致する必要があります。一致しない場合は、Suicaの登録情報また
はTS CUBIC VIEW CARDの登録情報を修正する必要があります。

※原則として、TS CUBIC VIEW CARD1枚につきリンク設定できるSuicaは1枚です。
※TS CUBIC VIEW CARD更新後も引き続きリンクされたSuica定期券や
My Suica（記名式）等でオートチャージをご利用の場合、再度JR東日本の駅
のATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）での設定が必要となります。

※オートチャージの設定・変更・停止の場合には、暗証番号が必要です。
※オートチャージ設定をしたSuicaを障害再発行登録または紛失再発行登録
された場合は、再発行したSuicaにもオートチャージ設定が引き継がれます。
●JR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）での設定についてはお持
ちのTS CUBIC VIEW CARDとSuicaを挿入のうえ画面に従い操作してください。

赤枠部分を選択してください。

オートチャージに関する詳細は、ビューカードホームページ
https://www.jreast.co.jp/card/function/autocharge/

1
「オートチャージ設定」を選択
してください。

2

「Suicaにオートチャージ」を
選択してください。

3

5
オートチャージの金額を画面操作
のうえ設定してください。

※一部画面メニューの表記が上記と異なる「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）がございます。

※一部画面メニューの表記が上記と異なる「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）がございます。

6

改札機にタッチして入出場する際に、あらかじめ
設定しておいた条件に基づき、自動的に

Suicaに入金（チャージ）されるサービスです。

［オートチャージ設定とリンク設定の方法］

オートチャージについて ポイントプラスからSuicaへの
入金（チャージ）について
ポイントプラスからSuicaへの
入金（チャージ）が可能です。

TS CUBIC VIEW CARDと記名式のSuicaをリンク設定された会員さまが
お申し込みいただけます。
<お申し込み方法>
●還元手続書（資料コード12194）をお取り寄せください。

●還元手続書に必要事項をご記入のうえ、トヨタファイナンスまでご郵送ください。
ポイント移行のお申し込みは、還元手続書でのみのお手続きとなります。ポイント商品交換手続き
のお申し込み完了後、還元受付の通知（ポイントプラス還元手続受付のご案内）を送付いたします。
※6,000ポイント以上から2,000ポイント単位でお申し込みいただけます。
　2,000ポイント＝1,000円相当分をSuicaに入金（チャージ）いたします。

<お受け取り>
●ポイントの移行には1週間程度かかります。ポイント移行のお申し込み日の翌年度末
（3月末日）の23：00まで、JR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）で
入金（チャージ）いただけます。
※TS CUBIC VIEW CARDとリンク設定された記名式のSuica以外には入金（チャー
ジ）できません。（リンク設定されていない方は、ポイント移行する前にJR東日本の駅
のATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）でリンク設定の手続きをしてください。）

※JR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）の操作は本会員さまご自身で
お願いいたします。

※Suicaの入金（チャージ）上限額は20,000円です。

資料請求サービスはこちら　0800-700-2733（通話料無料・24時間・年中無休）
お手元にカードをご用意の上、音声案内に従って下記の番号をご入力ください。
カード会員番号16桁  ▶  サービス番号「9」  ▶  資料コード「12194」

※Suicaへの入金（チャージ）について、詳しくはデジタルカタログの「他ポイントへの移行」
　ページをご覧ください。　https://www8.ts3card.com/point/use.html#Return

表示内容をご確認のうえ、よろしければ
「確認」を押してください。
カードとご利用明細をお取りいただき
ましたら入金（チャージ）完了です。

6

赤枠部分を選択してください。

1

入金（チャージ）したいSuicaを
挿入してください。

3
挿入いただいたSuicaとリンク設定
されているTS CUBIC VIEW CARD
を挿入し、暗証番号をご入力ください。

4

入金（チャージ）する金額ボタンを
選択してください。

「提携ポイントチャージ」を選択
してください。

2

「リンク設定/変更」を選択してくだ
さい。Suicaリンク設定を行います。
画面の案内に従い、Suicaのリンク設
定に関するご案内をご確認ください。 5
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TS CUBIC VIEW CARDは、JR東日本の駅のみどりの窓口等で「ビュー
TypeⅡ提携カード」として以下のお取り扱いとなります。「ビューTypeⅡ提
携カード」は　　 マークと　 マークのついたカードをさします。
●JR東日本のみどりの窓口、びゅうプラザ、券売機等でのお支払い回数は1
回払いとなります。ただし、「事前登録（リボ）」コースをご選択されている場
合や「リボ払い変更サービス」をご利用の場合はリボ払いとなります。
●モバイルSuicaによるJR東海「エクスプレス予約サービス」はご利用いた
だけません。
●一部ご利用いただけない特典・サービスがあります。

ビューTypeⅡ提携カードの
お取り扱いについて

対応の端末にアプリをダウンロードし、TS CUBIC VIEW CARDを登録
すると、端末をSuicaとしてご利用いただけます。

えきねっとについて
全国の新幹線、JRの特急列車がインターネットで予約・変更できる便利で
おトクなサービスです。

≫インターネットでご予約 
https://www.eki-net.com
ご乗車日の1ヶ月と1週間前（同曜日）から事前のお申し込みをすることができます。
※ご利用には会員登録（無料）が必要です。
※満席等の都合によりご用意できない場合もありますので、ご了承ください。

≫きっぷのお受け取り
受取可能時間 … 5：30～23：00の各駅の指定席券売機または
 　  みどりの窓口の営業時間内
※駅によっては指定席券売機、みどりの窓口の営業時間が5：30～23：00より短い場合があります。

受取可能エリア … お申し込みのきっぷは、次の駅でお受け取りください。
(その他のJR各社および旅行会社の窓口ではお受け取りになれません。)
・JR東日本(各駅の「指定席券売機」「みどりの窓口」「びゅうプラザ(一部店舗を除く)」)
・JR北海道(各駅の「指定席券売機」「みどりの窓口」「旅行センター」)
・JR西日本(北陸エリアの一部駅の「みどりの券売機」「みどりの窓口」)

≫新幹線eチケットサービス
東北・北海道、上越、北陸、山形、秋田の各新幹線全区間の停車駅相互間の
新幹線にご乗車の場合は、きっぷのお受け取りが不要な「新幹線eチケット
サービス」もご利用いただけます。

≫指定席の変更
JR東日本、JR北海道および北陸新幹線のエリアで利用区間が完結する列車
なら、指定席の変更が手数料無料で何度でも可能です。 
きっぷのお受け取り前なら、ご乗車日当日の出発時刻6分前まで、かつ22時
54分まで変更できます。ただし、「新幹線eチケットサービス」はご乗車日の
列車出発時刻の4分前まで、かつ22時54分まで変更できます。 
※最初のご乗車予定日から3ヶ月以内に限ります。

※JR東日本、JR北海道および北陸新幹線のエリアで利用区間が完結する列車を除く他社の列車の

　変更は1回のみです。

ホテルでのサービス・特典
対象ホテルにてTS CUBIC VIEW CARDでお支払いいただくと、割引特典
やサービスをご利用いただけます。
詳しくは、ビューカードホームページをご覧ください。

https://www.jreast.co.jp/card/servicelist/
※クーポン券でのご利用や旅行代理店を通じてのご予約は対象外となります。
※インターネット予約割引等、他の割引・優待との併用はできません。

登録はこちらから!

モバイルSuicaについて

≫端末の紛失や故障の際には再発行が可能です
万一、モバイルSuicaでお使いの端末が紛失、故障したときでも、入金
（チャージ）残額と定期券は新たな端末への再発行が可能です。 

≫定期券やグリーン券も券売機やみどりの窓口に並ばずに購入
　できます
Suica定期券（有効期限内のものに限ります）をお持ちの方は、Suica定期
券をモバイルSuicaに移し替えできます。 
※移し替えには条件があります。

モバイルSuicaでお求めになったSuicaグリーン券には、「事前料金」と同額
の「モバイルグリーン料金」が適用され、料金はクレジット決済となります。

※2：00～4：00の間はシステムメンテナンスのためご利用いただけません。
※オートチャージのご利用は、モバイルSuicaのアプリにて別途設定が必要です。

まずは、モバイルSuicaのご利用に必要なアプリをダウンロード。
それから、会員登録に進んでください。

登録はこちらから!

入金（チャージ）、Suica定期券やSuicaグリーン券の
お求めがいつでもどこでも可能です。
オートチャージもご利用いただけます。

※「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
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トヨタティーエスキュービックビューカード特約

第1条（本特約の目的）
本特約は、トヨタファイナンス株式会社（以下、「当社」といいます。）
および東日本旅客鉄道株式会社（以下、「JR東日本」といいます。）
の発行する「トヨタティーエスキュービックビューカード」（以下、「本
件カード」といいます。）の発行条件、機能および使用方法等につい
て定めるものです。
第2条（本件カードの発行）
1.本件カードとは、「トヨタティーエスキュービックカード会員規約」お
よびその他諸規定（以下、総称して「会員規約等」といいます。）、本
特約および｢ビューTypeⅡ提携カードに関する特約｣に定めるクレ
ジットカードとしての機能（以下、「クレジットカード機能」といいま
す。）の全てを1枚のカードでご利用できるものをいいます。2.本件
カードは、会員規約等、「オートチャージに関する特約」、「リンクに関
する特約」、ビューTypeⅡ提携カードに関する特約および本特約を承
認のうえ、当社およびJR東日本（以下、総称して「両社」といいます。）
に発行を申し込み、両社が利用を認めた者（以下、「会員」といいま
す。）に対し、発行されるものとします。なお、会員には家族会員が含
まれるものとします。
第3条（本件カードの貸与・回収について）
1.本件カードの所有権は、両社に帰属し、会員に貸与するものとしま
す。2.会員は、善良なる管理者の注意をもって本件カードを管理する
ものとします。また、会員は、本件カードをカード上に表示された会員
ご本人のみにおいて利用するものとし、本件カードをカード上に表示
された会員以外の者（以下、「他人」といいます。）に貸与、質入れ、譲
渡等により他人に使用させることもその占有をこれらの目的のため
に他人に移転することもできません。3.両社またはそのいずれかから
本件カードの返却の請求があった場合は、会員はその請求に従って、
本件カードを返却するものとします。
第4条（本件カードの作成および交付）
1.両社は本件カードの作成について第三者に委託して作成すること
ができるものとします。また、本件カードの交付についても、両社が指
定する委託先からお届出の住所宛へ送付することができるものとし
ます。2.本件カードが、万が一ご不在などの理由により不送達とな
り、返却された場合には、当社で所定の期間のみ保管します。所定の
期間を経過した場合、当社は当該カードを破棄するものとします。な
お、破棄したカードの再発行にあたっては第8条により当社に届け出
るものとします。
第5条（クレジットカード機能）
会員は、会員規約等に定める加盟店に加え、JR東日本の指定する窓
口、乗車券類発売機、指定席券売機等に本件カードを提示する等、
JR東日本所定の手続きを経ることによって、ショッピングが利用でき
ます。
第6条（本件カードの盗難・紛失等）
1.会員が、本件カードを紛失、盗取された場合、本件カードが偽造、盗
難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人
に使用されたことを認知した場合には、速やかに当社に連絡を行う
ものとし、当社からその事実をJR東日本に通知します。2.前項の連
絡の後、会員は遅滞なく当社所定の方法により当社に届出を行うと
ともに所轄警察署へ届出を行うものとします。3.第1項の連絡を受け
た場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、当社
はクレジットカード機能の利用を停止します。当社のシステムが休止
している間に連絡を受付けた場合には、システムの休止期間終了後

に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安
全を図るための措置であり、万が一当該連絡における会員の誤りな
どで本件カードが使用できないことが生じても、両社は責任を負いま
せん。4.盗難・紛失等により被る損害については、会員規約等が適用
されるものとします。
第7条（届出事項の変更）
1.氏名・住所その他の届出事項に変更があった場合には、会員はすみ
やかに当社に所定の方法により届け出るものとします。会員から届出
があった場合、当該届出内容を当社はJR東日本へ連絡します。2.氏
名に変更があった場合には、会員は、第8条に定める届出方法により
カードの再発行を届け出るとともに、本件カードを当社に返却するも
のとします。
第8条（本件カードの再発行）
1.本件カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会
員が当社に所定の方法にて届出をすることにより、両社に対し本件
カードの再発行の申し出を行い、両社が再発行を承認した場合に
は、本件カードを再発行するものとします。2.本件カードの再発行の
申し込み時に、会員が本件カードを所持していた場合、本件カードを
返却するものとします。3.本件カードを再発行する場合には、両社所
定の手数料をいただく場合があります。
第9条（本件カードの有効期限）
1.本件カードの有効期限が到来し、両社が引き続き利用を承認する
場合、有効期限を更新した新しい本件カード（以下、「更新カード」と
いいます。）を当社届出住所宛に送付します。2.会員が第7条第1項の
届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、
これに伴う不利益、損害等については、両社は責任を負わないものと
します。
第10条（本件カードの利用停止等）
1.両社は、会員が本特約、会員規約等、オートチャージに関する特約、
リンクに関する特約もしくはビューTypeⅡ提携カードに関する特約
に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、会
員に事前に通知、催告等をすることなく、両社はクレジットカード機
能の一部もしくは全部の利用を停止しまたは利用資格を取り消す
（以下、「利用停止等」といいます。）ことができます。2.利用停止等の
場合には、両社は会員に事前に通知、催告等をすることなく、本件
カードが利用可能な現金自動支払機や会員規約に定める加盟店等
を通じて、本件カードの回収をすることができるものとします。3.利
用停止等に伴って会員に生じる不利益、損害等については、両社は責
任を負わないものとします。
第11条（個人情報の交換利用・提供）
1.会員は、両社が会員の下記個人情報を、保護措置を講じたうえで相
互に提供し、下記の目的で利用することに同意するものとします。
［利用目的］①本件カードの発行または会員の管理のため ②本件
カードに関するサービスの提供のため ③法令等や契約上の権利の
行使や義務の履行のため ④両社の商品、サービスの案内のため ⑤
両社の商品開発のため ⑥会員への取引上必要な連絡および取引内
容の確認、その他取引を適切かつ円滑に履行するため ［相互に提
供・利用する個人情報］上記を利用目的とする場合氏名・住所・電話
番号・家族に関する情報等入会申込書や入会後の届出書等に記載の
事項（変更があった場合は変更後の情報も含みます。）、本件カード
の事故・再発行・解約等の事実、支払預金口座番号、クレジットカー
ド番号、クレジットカード機能のご利用状況および会員資格の取消
等の事実　2.両社は、前項の利用目的④により行う宣伝物・印刷物

の送付等、営業に関する案内について、会員から中止の申し出があっ
たときは、当該目的での利用・提供を中止する措置をとります。ただ
し、ご利用代金明細書送付時等の同封物や書類余白への印刷等の
営業案内は除きます。（利用中止の申し出先） トヨタファイナンス株
式会社 お客様相談窓口　【住所等】〒451-6014 名古屋市西区牛島
町6-1 名古屋ルーセントタワー　【東京】03-5617-2533【名古屋】
052-239-2533 
第12条（特約の適用）
本特約において特に定めがない場合は、会員規約等、オートチャージ
に関する特約、リンクに関する特約およびビューTypeⅡ提携カード
に関する特約、その他当社またはJR東日本の定める規定を適用する
ものとします。
第13条（特約の変更）
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルー
ルもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためそ
の他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本特約を変
更する旨、変更後の本特約の内容およびその効力発生時期を、予め
当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知す
ることにより、本特約を変更することができるものとします。

第１条（適用範囲）
本特約は、「トヨタティーエスキュービックカード会員規約」およびそ
の他諸規定、「トヨタティーエスキュービックビューカード特約」、「東
日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」（平成13年10月東
日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下、「ICカード取扱規則」と
いいます。）、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」
（平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下、「電子マ
ネー取扱規則」といいます。）および「東日本旅客鉄道株式会社地域
連携ICカード乗車券取扱規則」（2020年12月東日本旅客鉄道株式
会社公告第9号。以下、「地域連携ICカード取扱規則」といい、以下、
総称して「会員規約等」といいます。）に対する特約であり、会員規約
等と異なる条項については本特約を優先することとします。また、本
特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によ
るものとします。なお、ICカード取扱規則および地域連携ICカード取
扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による
場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読
み替えることとします。
第2条（オートチャージサービス） 
「オートチャージ」とは、本件カードと「リンクに関する特約」に定める
リンク（以下、「リンク」といいます。）をした「記名Suica（電子マネー
取扱規則に定める「ICカード等」のうち記名されたものも含みま
す。）」もしくは地域連携ICカード取扱規則に定める「記名地域連携
ICカード」（以下、総称して「記名Suica等」といいます。）または本件
カードにより会員登録されたモバイルデバイス（以下、「モバイルデバ
イス」といいます。）におけるSF残額があらかじめ設定した金額（以
下、「実行判定金額」といいます。）以下の場合に、JR東日本が定める
オートチャージ機能を有する機器を利用する際に、本件カードのクレ
ジットカード機能により、あらかじめ設定した金額（以下、「入金実行
金額」といいます。）が自動的にチャージされることをいい、それによ
り提供されるサービスを「本サービス」といいます。 
第3条（利用方法等）
1.会員は、リンクした記名Suica等へのオートチャージ設定に関して、
実行判定金額および入金実行金額の新規設定、変更および利用停

止については、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提
携している会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等（以下、
「Suica対応ATM」といいます。）により行うこととします。2.会員は、
モバイルデバイスへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額お
よび入金実行金額の新規設定、変更および利用停止については、当
該モバイルデバイスにより行うこととします。 3.実行判定金額および
入金実行金額は、1万円を限度として1千円単位で設定することとし
ます。 4.本サービスは、会員本人以外の利用はできないものとしま
す。 5.オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。
なお、本サービスは、JR東日本およびトヨタファイナンス株式会社
（以下、「当社」といい、併せて「両社」といいます。）が認めた場合を
除き会員による利用がなされたものとみなします。
第4条（制限事項等）
1.1日のオートチャージの合計額の上限は2万円とします。2.本件
カードによる利用代金の決済が承認されない場合には、オート
チャージできません。3.本サービスのお支払いは、本件カードのク
レジットカード機能によるショッピングの1回払いとします。ただし、
当社が認めた場合にはこの限りではありません。4.会員は、一旦実
施したオートチャージの取消はできないものとします。5.両社が必
要と認めた場合には、何らの通知、催告なくして本サービスを停止
することがあります。
第5条（有効期限） 
本サービスの有効期限は、本件カードの有効期限までとし、以下の
各号の通りとします。（1）リンクによる本サービスの有効期限の経過
後に、両社が引き続き本件カードの会員と認める場合には、Suica対
応ATMにおいてJR東日本が定める方法によりオートチャージ設定を
再度会員自らが行うこととします。（2）両社が引き続き本件カードの
会員と認めた場合でも、有効期限内に前項の手続きを行わなかった
会員は、有効期限の到来をもってリンクによる本サービスは利用停
止となります。（3）会員が有効期限の更新を認められなかった場合、
会員は有効期限の到来をもって本サービスは利用停止となります。
第6条（紛失・盗難等）
1.会員は、万一リンクした記名Suica等を紛失し、または盗難にあっ
た場合は、速やかにSuicaを取り扱う駅において、再発行の手続き
を行うこととします。2.会員は、オートチャージ設定したモバイルデ
バイスを紛失し、または盗難にあった場合は、速やかにモバイル
SuicaウェブサイトまたはモバイルSuicaサポートセンターを通じて
再発行に必要な登録処理を行うこととします。3.JR東日本は前2項
の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停
止措置を完了させます。4.会員は、万一リンクした記名地域連携IC
カードを紛失し、または盗難にあった場合は、第1項によるほか、地
域連携ICカード取扱規則に定める方法により再発行の手続きを行
うこととします。
第7条（免責事項）
1.不可抗力、システム上のトラブル、第4条による場合等の理由を問わ
ず、オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、
損害については、両社はその責任を負わないこととします。2.リンクし
た記名Suica等またはオートチャージ設定したモバイルデバイスを紛
失し、または盗難にあった会員が第6条の手続きを行わなかった場
合、および第6条第3項に定めるリンクした記名Suica等またはオート
チャージ設定したモバイルデバイスの使用停止措置が完了するまで
の間に、他人による本サービスの利用、リンクした記名Suica等もし
くはオートチャージ設定したモバイルデバイスの使用等（払いもどし

を含みます。）により生じた会員の損害については、両社はそれらを補
償する責めを負いません。3.会員は、退会後であっても、退会前に発生
した本サービスにかかわる利用代金の支払いについては本特約が
適用されることを了承することとします。

第1条（適用範囲） 
本特約は、「トヨタティーエスキュービックカード会員規約」およびそ
の他諸規定、「トヨタティーエスキュービックビューカード特約」、「東
日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」（平成13年10月東
日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下、「ICカード取扱規則」と
いいます。）、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」
（平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下、「電子マ
ネー取扱規則」といいます。）および「東日本旅客鉄道株式会社地域
連携ICカード乗車券取扱規則」（2020年12月東日本旅客鉄道株式
会社公告第9号。以下、「地域連携ICカード取扱規則」といい、以下、
総称して「会員規約等」といいます。）に対する特約であり、会員規約
等と異なる条項については本特約を優先することとします。また、本
特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によ
るものとします。なお、ICカード取扱規則および地域連携ICカード取
扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による
場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読
み替えることと します。 
第2条（リンクサービス）
「リンク」とは本件カードと、ICカード取扱規則に定める「記名Suica
（電子マネー取扱規則に定める「ICカード等」のうち記名されたもの
も含みます。）」または地域連携ICカード取扱規則に定める「記名地
域連携ICカード」（以下、総称して「記名Suica等」といいます。）の情
報を関連付ける第3条に定める手続き（以下、「リンク設定」といいま
す。）を会員が完了することにより、次の各号に定めるサービス（以
下、「本サービス」といいます。）を可能にすることをいいます。（1）本
件カードを決済カードとした記名Suica等による「オートチャージに
関する特約」に定める「オートチャージサービス」 （2）その他両社が
別に定めるサービス 
第3条（設定方法） 
1.リンク設定および解除については、会員が本特約を承認かつ同意
し、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携してい
る会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等により行うこと
とします。また、リンク設定の変更は、会員自らが設定解除後に再
設定することにより行うこととします。 2.リンク設定を行う場合は、
次の各号の条件に合致し、かつ両社の承認を得ることが必要で
す。（1）リンク設定を行う本件カードと記名Suica等に登録された
情報のうち、氏名・生年月日・性別のすべてが一致すること （2）リ
ンク設定を行う記名Suica等がSF対応であること （3）リンク設定
を行う記名Suica等が、JR東日本が別に定める記名Suica等では
ないこと （4）リンク設定を行う本件カードが他の記名Suica等と
既にリンクしていないこと （5）リンク設定を行う記名Suica等が、
株式会社ビューカードが発行するクレジットカード（家族カードを
含みます。）または「ビューTypeⅡ提携カードに関する特約」に定め
る「ビューTypeⅡ提携カード」と既にリンクしていないこと （6）リ
ンク設定を行う本件カードおよび記名Suica等のいずれも無効な
カードでないこと 3.リンクした本件カードおよび記名Suica等のい
ずれかが無効なカードとなった場合、本サービスの利用を停止する
こととします。 4.両社が必要と認めた場合には、何らの通知、催告

なくして本サービスを停止することがあります。 
第4条（免責事項）
不可抗力、システム上のトラブル、第3条第2項各号に合致しない場
合等の理由を問わず、本サービスが実施できないことにより会員に
生じる不利益、損害については、両社はその責任を負わないことと
します。

第1条（目的・定義）
1.本特約は、会員が、本件カードのクレジットカード機能を「ビューType
Ⅱ提携カード」として利用するための条件を定めることを目的としま
す。2.ビューTypeⅡ提携カードとは、JR東日本およびJR東日本と提携し
た会社または組織が発行するカードのうち、JR東日本が特に定めるも
のをいいます。
第2条（本特約の効力）
本特約は、「トヨタティーエスキュービックビューカード会員規約」およ
びその他諸規定、「トヨタティーエスキュービックビューカード特約」、
「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」（平成13年10月
東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下、「ICカード取扱規則」と
いいます。）および「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規
則」（平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下、「電子
マネー取扱規則」といい、以下、総称して「会員規約等」といいます。）に
対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先
することとします。また、本特約の用語の定義について特に定めのない
ものは、会員規約等によるものとします。なお、ICカード取扱規則によ
る場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による場合、「Suica
電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることと
します。
第3条（利用）
1.会員は、会員規約等によるもののほか、JR東日本の指定するJR東日
本の窓口、乗車券類発売機、指定席券売機、Suicaの処理が可能なJR
東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する現
金自動預払機等（以下、「JR東日本窓口等」といいます。）で、本件カー
ドを利用することができます。2.会員は本件カードのクレジットカード
機能によりチャージを行う場合、チャージはショッピングとして行われ
るものとし、その場合のショッピング代金の支払区分は、一回払いとし
ます。3.JR東日本窓口等での利用時に会員は、売上票への署名に代え
て、JR東日本窓口等に設置されている端末機で、所定の手続きにより
本件カードの利用ができる場合があります。なお、両社が特に認めた場
合には、会員は、両社が指定する方法に従い、本件カードの提示、売上
票への署名等を省略することができます。
第4条（会員資格の喪失）
JR東日本は、第3条に定める本件カードの利用または「オートチャージ
に関する特約」に定めるオートチャージサービスの利用（以下、「JR東日
本でのカード利用」といいます。）において、次の各号の行為を禁止しま
す。いずれかに該当した場合、またはその疑いがあるとJR東日本が判
断した場合、両社は利用停止等の処置をとることがあります。（1）換金
を目的とした商品購入 （2）JR東日本でのカード利用によってチャージ
したSFを、繰り返し換金する行為 
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第1条（本特約の目的）
本特約は、トヨタファイナンス株式会社（以下、「当社」といいます。）
および東日本旅客鉄道株式会社（以下、「JR東日本」といいます。）
の発行する「トヨタティーエスキュービックビューカード」（以下、「本
件カード」といいます。）の発行条件、機能および使用方法等につい
て定めるものです。
第2条（本件カードの発行）
1.本件カードとは、「トヨタティーエスキュービックカード会員規約」お
よびその他諸規定（以下、総称して「会員規約等」といいます。）、本
特約および｢ビューTypeⅡ提携カードに関する特約｣に定めるクレ
ジットカードとしての機能（以下、「クレジットカード機能」といいま
す。）の全てを1枚のカードでご利用できるものをいいます。2.本件
カードは、会員規約等、「オートチャージに関する特約」、「リンクに関
する特約」、ビューTypeⅡ提携カードに関する特約および本特約を承
認のうえ、当社およびJR東日本（以下、総称して「両社」といいます。）
に発行を申し込み、両社が利用を認めた者（以下、「会員」といいま
す。）に対し、発行されるものとします。なお、会員には家族会員が含
まれるものとします。
第3条（本件カードの貸与・回収について）
1.本件カードの所有権は、両社に帰属し、会員に貸与するものとしま
す。2.会員は、善良なる管理者の注意をもって本件カードを管理する
ものとします。また、会員は、本件カードをカード上に表示された会員
ご本人のみにおいて利用するものとし、本件カードをカード上に表示
された会員以外の者（以下、「他人」といいます。）に貸与、質入れ、譲
渡等により他人に使用させることもその占有をこれらの目的のため
に他人に移転することもできません。3.両社またはそのいずれかから
本件カードの返却の請求があった場合は、会員はその請求に従って、
本件カードを返却するものとします。
第4条（本件カードの作成および交付）
1.両社は本件カードの作成について第三者に委託して作成すること
ができるものとします。また、本件カードの交付についても、両社が指
定する委託先からお届出の住所宛へ送付することができるものとし
ます。2.本件カードが、万が一ご不在などの理由により不送達とな
り、返却された場合には、当社で所定の期間のみ保管します。所定の
期間を経過した場合、当社は当該カードを破棄するものとします。な
お、破棄したカードの再発行にあたっては第8条により当社に届け出
るものとします。
第5条（クレジットカード機能）
会員は、会員規約等に定める加盟店に加え、JR東日本の指定する窓
口、乗車券類発売機、指定席券売機等に本件カードを提示する等、
JR東日本所定の手続きを経ることによって、ショッピングが利用でき
ます。
第6条（本件カードの盗難・紛失等）
1.会員が、本件カードを紛失、盗取された場合、本件カードが偽造、盗
難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人
に使用されたことを認知した場合には、速やかに当社に連絡を行う
ものとし、当社からその事実をJR東日本に通知します。2.前項の連
絡の後、会員は遅滞なく当社所定の方法により当社に届出を行うと
ともに所轄警察署へ届出を行うものとします。3.第1項の連絡を受け
た場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、当社
はクレジットカード機能の利用を停止します。当社のシステムが休止
している間に連絡を受付けた場合には、システムの休止期間終了後

に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安
全を図るための措置であり、万が一当該連絡における会員の誤りな
どで本件カードが使用できないことが生じても、両社は責任を負いま
せん。4.盗難・紛失等により被る損害については、会員規約等が適用
されるものとします。
第7条（届出事項の変更）
1.氏名・住所その他の届出事項に変更があった場合には、会員はすみ
やかに当社に所定の方法により届け出るものとします。会員から届出
があった場合、当該届出内容を当社はJR東日本へ連絡します。2.氏
名に変更があった場合には、会員は、第8条に定める届出方法により
カードの再発行を届け出るとともに、本件カードを当社に返却するも
のとします。
第8条（本件カードの再発行）
1.本件カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会
員が当社に所定の方法にて届出をすることにより、両社に対し本件
カードの再発行の申し出を行い、両社が再発行を承認した場合に
は、本件カードを再発行するものとします。2.本件カードの再発行の
申し込み時に、会員が本件カードを所持していた場合、本件カードを
返却するものとします。3.本件カードを再発行する場合には、両社所
定の手数料をいただく場合があります。
第9条（本件カードの有効期限）
1.本件カードの有効期限が到来し、両社が引き続き利用を承認する
場合、有効期限を更新した新しい本件カード（以下、「更新カード」と
いいます。）を当社届出住所宛に送付します。2.会員が第7条第1項の
届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、
これに伴う不利益、損害等については、両社は責任を負わないものと
します。
第10条（本件カードの利用停止等）
1.両社は、会員が本特約、会員規約等、オートチャージに関する特約、
リンクに関する特約もしくはビューTypeⅡ提携カードに関する特約
に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、会
員に事前に通知、催告等をすることなく、両社はクレジットカード機
能の一部もしくは全部の利用を停止しまたは利用資格を取り消す
（以下、「利用停止等」といいます。）ことができます。2.利用停止等の
場合には、両社は会員に事前に通知、催告等をすることなく、本件
カードが利用可能な現金自動支払機や会員規約に定める加盟店等
を通じて、本件カードの回収をすることができるものとします。3.利
用停止等に伴って会員に生じる不利益、損害等については、両社は責
任を負わないものとします。
第11条（個人情報の交換利用・提供）
1.会員は、両社が会員の下記個人情報を、保護措置を講じたうえで相
互に提供し、下記の目的で利用することに同意するものとします。
［利用目的］①本件カードの発行または会員の管理のため ②本件
カードに関するサービスの提供のため ③法令等や契約上の権利の
行使や義務の履行のため ④両社の商品、サービスの案内のため ⑤
両社の商品開発のため ⑥会員への取引上必要な連絡および取引内
容の確認、その他取引を適切かつ円滑に履行するため ［相互に提
供・利用する個人情報］上記を利用目的とする場合氏名・住所・電話
番号・家族に関する情報等入会申込書や入会後の届出書等に記載の
事項（変更があった場合は変更後の情報も含みます。）、本件カード
の事故・再発行・解約等の事実、支払預金口座番号、クレジットカー
ド番号、クレジットカード機能のご利用状況および会員資格の取消
等の事実　2.両社は、前項の利用目的④により行う宣伝物・印刷物

の送付等、営業に関する案内について、会員から中止の申し出があっ
たときは、当該目的での利用・提供を中止する措置をとります。ただ
し、ご利用代金明細書送付時等の同封物や書類余白への印刷等の
営業案内は除きます。（利用中止の申し出先） トヨタファイナンス株
式会社 お客様相談窓口　【住所等】〒451-6014 名古屋市西区牛島
町6-1 名古屋ルーセントタワー　【東京】03-5617-2533【名古屋】
052-239-2533 
第12条（特約の適用）
本特約において特に定めがない場合は、会員規約等、オートチャージ
に関する特約、リンクに関する特約およびビューTypeⅡ提携カード
に関する特約、その他当社またはJR東日本の定める規定を適用する
ものとします。
第13条（特約の変更）
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルー
ルもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためそ
の他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本特約を変
更する旨、変更後の本特約の内容およびその効力発生時期を、予め
当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知す
ることにより、本特約を変更することができるものとします。

第１条（適用範囲）
本特約は、「トヨタティーエスキュービックカード会員規約」およびそ
の他諸規定、「トヨタティーエスキュービックビューカード特約」、「東
日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」（平成13年10月東
日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下、「ICカード取扱規則」と
いいます。）、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」
（平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下、「電子マ
ネー取扱規則」といいます。）および「東日本旅客鉄道株式会社地域
連携ICカード乗車券取扱規則」（2020年12月東日本旅客鉄道株式
会社公告第9号。以下、「地域連携ICカード取扱規則」といい、以下、
総称して「会員規約等」といいます。）に対する特約であり、会員規約
等と異なる条項については本特約を優先することとします。また、本
特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によ
るものとします。なお、ICカード取扱規則および地域連携ICカード取
扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による
場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読
み替えることとします。
第2条（オートチャージサービス） 
「オートチャージ」とは、本件カードと「リンクに関する特約」に定める
リンク（以下、「リンク」といいます。）をした「記名Suica（電子マネー
取扱規則に定める「ICカード等」のうち記名されたものも含みま
す。）」もしくは地域連携ICカード取扱規則に定める「記名地域連携
ICカード」（以下、総称して「記名Suica等」といいます。）または本件
カードにより会員登録されたモバイルデバイス（以下、「モバイルデバ
イス」といいます。）におけるSF残額があらかじめ設定した金額（以
下、「実行判定金額」といいます。）以下の場合に、JR東日本が定める
オートチャージ機能を有する機器を利用する際に、本件カードのクレ
ジットカード機能により、あらかじめ設定した金額（以下、「入金実行
金額」といいます。）が自動的にチャージされることをいい、それによ
り提供されるサービスを「本サービス」といいます。 
第3条（利用方法等）
1.会員は、リンクした記名Suica等へのオートチャージ設定に関して、
実行判定金額および入金実行金額の新規設定、変更および利用停

止については、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提
携している会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等（以下、
「Suica対応ATM」といいます。）により行うこととします。2.会員は、
モバイルデバイスへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額お
よび入金実行金額の新規設定、変更および利用停止については、当
該モバイルデバイスにより行うこととします。 3.実行判定金額および
入金実行金額は、1万円を限度として1千円単位で設定することとし
ます。 4.本サービスは、会員本人以外の利用はできないものとしま
す。 5.オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。
なお、本サービスは、JR東日本およびトヨタファイナンス株式会社
（以下、「当社」といい、併せて「両社」といいます。）が認めた場合を
除き会員による利用がなされたものとみなします。
第4条（制限事項等）
1.1日のオートチャージの合計額の上限は2万円とします。2.本件
カードによる利用代金の決済が承認されない場合には、オート
チャージできません。3.本サービスのお支払いは、本件カードのク
レジットカード機能によるショッピングの1回払いとします。ただし、
当社が認めた場合にはこの限りではありません。4.会員は、一旦実
施したオートチャージの取消はできないものとします。5.両社が必
要と認めた場合には、何らの通知、催告なくして本サービスを停止
することがあります。
第5条（有効期限） 
本サービスの有効期限は、本件カードの有効期限までとし、以下の
各号の通りとします。（1）リンクによる本サービスの有効期限の経過
後に、両社が引き続き本件カードの会員と認める場合には、Suica対
応ATMにおいてJR東日本が定める方法によりオートチャージ設定を
再度会員自らが行うこととします。（2）両社が引き続き本件カードの
会員と認めた場合でも、有効期限内に前項の手続きを行わなかった
会員は、有効期限の到来をもってリンクによる本サービスは利用停
止となります。（3）会員が有効期限の更新を認められなかった場合、
会員は有効期限の到来をもって本サービスは利用停止となります。
第6条（紛失・盗難等）
1.会員は、万一リンクした記名Suica等を紛失し、または盗難にあっ
た場合は、速やかにSuicaを取り扱う駅において、再発行の手続き
を行うこととします。2.会員は、オートチャージ設定したモバイルデ
バイスを紛失し、または盗難にあった場合は、速やかにモバイル
SuicaウェブサイトまたはモバイルSuicaサポートセンターを通じて
再発行に必要な登録処理を行うこととします。3.JR東日本は前2項
の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停
止措置を完了させます。4.会員は、万一リンクした記名地域連携IC
カードを紛失し、または盗難にあった場合は、第1項によるほか、地
域連携ICカード取扱規則に定める方法により再発行の手続きを行
うこととします。
第7条（免責事項）
1.不可抗力、システム上のトラブル、第4条による場合等の理由を問わ
ず、オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、
損害については、両社はその責任を負わないこととします。2.リンクし
た記名Suica等またはオートチャージ設定したモバイルデバイスを紛
失し、または盗難にあった会員が第6条の手続きを行わなかった場
合、および第6条第3項に定めるリンクした記名Suica等またはオート
チャージ設定したモバイルデバイスの使用停止措置が完了するまで
の間に、他人による本サービスの利用、リンクした記名Suica等もし
くはオートチャージ設定したモバイルデバイスの使用等（払いもどし

を含みます。）により生じた会員の損害については、両社はそれらを補
償する責めを負いません。3.会員は、退会後であっても、退会前に発生
した本サービスにかかわる利用代金の支払いについては本特約が
適用されることを了承することとします。

第1条（適用範囲） 
本特約は、「トヨタティーエスキュービックカード会員規約」およびそ
の他諸規定、「トヨタティーエスキュービックビューカード特約」、「東
日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」（平成13年10月東
日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下、「ICカード取扱規則」と
いいます。）、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」
（平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下、「電子マ
ネー取扱規則」といいます。）および「東日本旅客鉄道株式会社地域
連携ICカード乗車券取扱規則」（2020年12月東日本旅客鉄道株式
会社公告第9号。以下、「地域連携ICカード取扱規則」といい、以下、
総称して「会員規約等」といいます。）に対する特約であり、会員規約
等と異なる条項については本特約を優先することとします。また、本
特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によ
るものとします。なお、ICカード取扱規則および地域連携ICカード取
扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による
場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読
み替えることと します。 
第2条（リンクサービス）
「リンク」とは本件カードと、ICカード取扱規則に定める「記名Suica
（電子マネー取扱規則に定める「ICカード等」のうち記名されたもの
も含みます。）」または地域連携ICカード取扱規則に定める「記名地
域連携ICカード」（以下、総称して「記名Suica等」といいます。）の情
報を関連付ける第3条に定める手続き（以下、「リンク設定」といいま
す。）を会員が完了することにより、次の各号に定めるサービス（以
下、「本サービス」といいます。）を可能にすることをいいます。（1）本
件カードを決済カードとした記名Suica等による「オートチャージに
関する特約」に定める「オートチャージサービス」 （2）その他両社が
別に定めるサービス 
第3条（設定方法） 
1.リンク設定および解除については、会員が本特約を承認かつ同意
し、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携してい
る会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等により行うこと
とします。また、リンク設定の変更は、会員自らが設定解除後に再
設定することにより行うこととします。 2.リンク設定を行う場合は、
次の各号の条件に合致し、かつ両社の承認を得ることが必要で
す。（1）リンク設定を行う本件カードと記名Suica等に登録された
情報のうち、氏名・生年月日・性別のすべてが一致すること （2）リ
ンク設定を行う記名Suica等がSF対応であること （3）リンク設定
を行う記名Suica等が、JR東日本が別に定める記名Suica等では
ないこと （4）リンク設定を行う本件カードが他の記名Suica等と
既にリンクしていないこと （5）リンク設定を行う記名Suica等が、
株式会社ビューカードが発行するクレジットカード（家族カードを
含みます。）または「ビューTypeⅡ提携カードに関する特約」に定め
る「ビューTypeⅡ提携カード」と既にリンクしていないこと （6）リ
ンク設定を行う本件カードおよび記名Suica等のいずれも無効な
カードでないこと 3.リンクした本件カードおよび記名Suica等のい
ずれかが無効なカードとなった場合、本サービスの利用を停止する
こととします。 4.両社が必要と認めた場合には、何らの通知、催告

なくして本サービスを停止することがあります。 
第4条（免責事項）
不可抗力、システム上のトラブル、第3条第2項各号に合致しない場
合等の理由を問わず、本サービスが実施できないことにより会員に
生じる不利益、損害については、両社はその責任を負わないことと
します。

第1条（目的・定義）
1.本特約は、会員が、本件カードのクレジットカード機能を「ビューType
Ⅱ提携カード」として利用するための条件を定めることを目的としま
す。2.ビューTypeⅡ提携カードとは、JR東日本およびJR東日本と提携し
た会社または組織が発行するカードのうち、JR東日本が特に定めるも
のをいいます。
第2条（本特約の効力）
本特約は、「トヨタティーエスキュービックビューカード会員規約」およ
びその他諸規定、「トヨタティーエスキュービックビューカード特約」、
「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」（平成13年10月
東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下、「ICカード取扱規則」と
いいます。）および「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規
則」（平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下、「電子
マネー取扱規則」といい、以下、総称して「会員規約等」といいます。）に
対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先
することとします。また、本特約の用語の定義について特に定めのない
ものは、会員規約等によるものとします。なお、ICカード取扱規則によ
る場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による場合、「Suica
電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることと
します。
第3条（利用）
1.会員は、会員規約等によるもののほか、JR東日本の指定するJR東日
本の窓口、乗車券類発売機、指定席券売機、Suicaの処理が可能なJR
東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する現
金自動預払機等（以下、「JR東日本窓口等」といいます。）で、本件カー
ドを利用することができます。2.会員は本件カードのクレジットカード
機能によりチャージを行う場合、チャージはショッピングとして行われ
るものとし、その場合のショッピング代金の支払区分は、一回払いとし
ます。3.JR東日本窓口等での利用時に会員は、売上票への署名に代え
て、JR東日本窓口等に設置されている端末機で、所定の手続きにより
本件カードの利用ができる場合があります。なお、両社が特に認めた場
合には、会員は、両社が指定する方法に従い、本件カードの提示、売上
票への署名等を省略することができます。
第4条（会員資格の喪失）
JR東日本は、第3条に定める本件カードの利用または「オートチャージ
に関する特約」に定めるオートチャージサービスの利用（以下、「JR東日
本でのカード利用」といいます。）において、次の各号の行為を禁止しま
す。いずれかに該当した場合、またはその疑いがあるとJR東日本が判
断した場合、両社は利用停止等の処置をとることがあります。（1）換金
を目的とした商品購入 （2）JR東日本でのカード利用によってチャージ
したSFを、繰り返し換金する行為 
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第1条（本特約の目的）
本特約は、トヨタファイナンス株式会社（以下、「当社」といいます。）
および東日本旅客鉄道株式会社（以下、「JR東日本」といいます。）
の発行する「トヨタティーエスキュービックビューカード」（以下、「本
件カード」といいます。）の発行条件、機能および使用方法等につい
て定めるものです。
第2条（本件カードの発行）
1.本件カードとは、「トヨタティーエスキュービックカード会員規約」お
よびその他諸規定（以下、総称して「会員規約等」といいます。）、本
特約および｢ビューTypeⅡ提携カードに関する特約｣に定めるクレ
ジットカードとしての機能（以下、「クレジットカード機能」といいま
す。）の全てを1枚のカードでご利用できるものをいいます。2.本件
カードは、会員規約等、「オートチャージに関する特約」、「リンクに関
する特約」、ビューTypeⅡ提携カードに関する特約および本特約を承
認のうえ、当社およびJR東日本（以下、総称して「両社」といいます。）
に発行を申し込み、両社が利用を認めた者（以下、「会員」といいま
す。）に対し、発行されるものとします。なお、会員には家族会員が含
まれるものとします。
第3条（本件カードの貸与・回収について）
1.本件カードの所有権は、両社に帰属し、会員に貸与するものとしま
す。2.会員は、善良なる管理者の注意をもって本件カードを管理する
ものとします。また、会員は、本件カードをカード上に表示された会員
ご本人のみにおいて利用するものとし、本件カードをカード上に表示
された会員以外の者（以下、「他人」といいます。）に貸与、質入れ、譲
渡等により他人に使用させることもその占有をこれらの目的のため
に他人に移転することもできません。3.両社またはそのいずれかから
本件カードの返却の請求があった場合は、会員はその請求に従って、
本件カードを返却するものとします。
第4条（本件カードの作成および交付）
1.両社は本件カードの作成について第三者に委託して作成すること
ができるものとします。また、本件カードの交付についても、両社が指
定する委託先からお届出の住所宛へ送付することができるものとし
ます。2.本件カードが、万が一ご不在などの理由により不送達とな
り、返却された場合には、当社で所定の期間のみ保管します。所定の
期間を経過した場合、当社は当該カードを破棄するものとします。な
お、破棄したカードの再発行にあたっては第8条により当社に届け出
るものとします。
第5条（クレジットカード機能）
会員は、会員規約等に定める加盟店に加え、JR東日本の指定する窓
口、乗車券類発売機、指定席券売機等に本件カードを提示する等、
JR東日本所定の手続きを経ることによって、ショッピングが利用でき
ます。
第6条（本件カードの盗難・紛失等）
1.会員が、本件カードを紛失、盗取された場合、本件カードが偽造、盗
難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人
に使用されたことを認知した場合には、速やかに当社に連絡を行う
ものとし、当社からその事実をJR東日本に通知します。2.前項の連
絡の後、会員は遅滞なく当社所定の方法により当社に届出を行うと
ともに所轄警察署へ届出を行うものとします。3.第1項の連絡を受け
た場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、当社
はクレジットカード機能の利用を停止します。当社のシステムが休止
している間に連絡を受付けた場合には、システムの休止期間終了後

に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安
全を図るための措置であり、万が一当該連絡における会員の誤りな
どで本件カードが使用できないことが生じても、両社は責任を負いま
せん。4.盗難・紛失等により被る損害については、会員規約等が適用
されるものとします。
第7条（届出事項の変更）
1.氏名・住所その他の届出事項に変更があった場合には、会員はすみ
やかに当社に所定の方法により届け出るものとします。会員から届出
があった場合、当該届出内容を当社はJR東日本へ連絡します。2.氏
名に変更があった場合には、会員は、第8条に定める届出方法により
カードの再発行を届け出るとともに、本件カードを当社に返却するも
のとします。
第8条（本件カードの再発行）
1.本件カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会
員が当社に所定の方法にて届出をすることにより、両社に対し本件
カードの再発行の申し出を行い、両社が再発行を承認した場合に
は、本件カードを再発行するものとします。2.本件カードの再発行の
申し込み時に、会員が本件カードを所持していた場合、本件カードを
返却するものとします。3.本件カードを再発行する場合には、両社所
定の手数料をいただく場合があります。
第9条（本件カードの有効期限）
1.本件カードの有効期限が到来し、両社が引き続き利用を承認する
場合、有効期限を更新した新しい本件カード（以下、「更新カード」と
いいます。）を当社届出住所宛に送付します。2.会員が第7条第1項の
届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、
これに伴う不利益、損害等については、両社は責任を負わないものと
します。
第10条（本件カードの利用停止等）
1.両社は、会員が本特約、会員規約等、オートチャージに関する特約、
リンクに関する特約もしくはビューTypeⅡ提携カードに関する特約
に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、会
員に事前に通知、催告等をすることなく、両社はクレジットカード機
能の一部もしくは全部の利用を停止しまたは利用資格を取り消す
（以下、「利用停止等」といいます。）ことができます。2.利用停止等の
場合には、両社は会員に事前に通知、催告等をすることなく、本件
カードが利用可能な現金自動支払機や会員規約に定める加盟店等
を通じて、本件カードの回収をすることができるものとします。3.利
用停止等に伴って会員に生じる不利益、損害等については、両社は責
任を負わないものとします。
第11条（個人情報の交換利用・提供）
1.会員は、両社が会員の下記個人情報を、保護措置を講じたうえで相
互に提供し、下記の目的で利用することに同意するものとします。
［利用目的］①本件カードの発行または会員の管理のため ②本件
カードに関するサービスの提供のため ③法令等や契約上の権利の
行使や義務の履行のため ④両社の商品、サービスの案内のため ⑤
両社の商品開発のため ⑥会員への取引上必要な連絡および取引内
容の確認、その他取引を適切かつ円滑に履行するため ［相互に提
供・利用する個人情報］上記を利用目的とする場合氏名・住所・電話
番号・家族に関する情報等入会申込書や入会後の届出書等に記載の
事項（変更があった場合は変更後の情報も含みます。）、本件カード
の事故・再発行・解約等の事実、支払預金口座番号、クレジットカー
ド番号、クレジットカード機能のご利用状況および会員資格の取消
等の事実　2.両社は、前項の利用目的④により行う宣伝物・印刷物

の送付等、営業に関する案内について、会員から中止の申し出があっ
たときは、当該目的での利用・提供を中止する措置をとります。ただ
し、ご利用代金明細書送付時等の同封物や書類余白への印刷等の
営業案内は除きます。（利用中止の申し出先） トヨタファイナンス株
式会社 お客様相談窓口　【住所等】〒451-6014 名古屋市西区牛島
町6-1 名古屋ルーセントタワー　【東京】03-5617-2533【名古屋】
052-239-2533 
第12条（特約の適用）
本特約において特に定めがない場合は、会員規約等、オートチャージ
に関する特約、リンクに関する特約およびビューTypeⅡ提携カード
に関する特約、その他当社またはJR東日本の定める規定を適用する
ものとします。
第13条（特約の変更）
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルー
ルもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためそ
の他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本特約を変
更する旨、変更後の本特約の内容およびその効力発生時期を、予め
当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知す
ることにより、本特約を変更することができるものとします。

第１条（適用範囲）
本特約は、「トヨタティーエスキュービックカード会員規約」およびそ
の他諸規定、「トヨタティーエスキュービックビューカード特約」、「東
日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」（平成13年10月東
日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下、「ICカード取扱規則」と
いいます。）、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」
（平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下、「電子マ
ネー取扱規則」といいます。）および「東日本旅客鉄道株式会社地域
連携ICカード乗車券取扱規則」（2020年12月東日本旅客鉄道株式
会社公告第9号。以下、「地域連携ICカード取扱規則」といい、以下、
総称して「会員規約等」といいます。）に対する特約であり、会員規約
等と異なる条項については本特約を優先することとします。また、本
特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によ
るものとします。なお、ICカード取扱規則および地域連携ICカード取
扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による
場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読
み替えることとします。
第2条（オートチャージサービス） 
「オートチャージ」とは、本件カードと「リンクに関する特約」に定める
リンク（以下、「リンク」といいます。）をした「記名Suica（電子マネー
取扱規則に定める「ICカード等」のうち記名されたものも含みま
す。）」もしくは地域連携ICカード取扱規則に定める「記名地域連携
ICカード」（以下、総称して「記名Suica等」といいます。）または本件
カードにより会員登録されたモバイルデバイス（以下、「モバイルデバ
イス」といいます。）におけるSF残額があらかじめ設定した金額（以
下、「実行判定金額」といいます。）以下の場合に、JR東日本が定める
オートチャージ機能を有する機器を利用する際に、本件カードのクレ
ジットカード機能により、あらかじめ設定した金額（以下、「入金実行
金額」といいます。）が自動的にチャージされることをいい、それによ
り提供されるサービスを「本サービス」といいます。 
第3条（利用方法等）
1.会員は、リンクした記名Suica等へのオートチャージ設定に関して、
実行判定金額および入金実行金額の新規設定、変更および利用停

止については、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提
携している会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等（以下、
「Suica対応ATM」といいます。）により行うこととします。2.会員は、
モバイルデバイスへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額お
よび入金実行金額の新規設定、変更および利用停止については、当
該モバイルデバイスにより行うこととします。 3.実行判定金額および
入金実行金額は、1万円を限度として1千円単位で設定することとし
ます。 4.本サービスは、会員本人以外の利用はできないものとしま
す。 5.オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。
なお、本サービスは、JR東日本およびトヨタファイナンス株式会社
（以下、「当社」といい、併せて「両社」といいます。）が認めた場合を
除き会員による利用がなされたものとみなします。
第4条（制限事項等）
1.1日のオートチャージの合計額の上限は2万円とします。2.本件
カードによる利用代金の決済が承認されない場合には、オート
チャージできません。3.本サービスのお支払いは、本件カードのク
レジットカード機能によるショッピングの1回払いとします。ただし、
当社が認めた場合にはこの限りではありません。4.会員は、一旦実
施したオートチャージの取消はできないものとします。5.両社が必
要と認めた場合には、何らの通知、催告なくして本サービスを停止
することがあります。
第5条（有効期限） 
本サービスの有効期限は、本件カードの有効期限までとし、以下の
各号の通りとします。（1）リンクによる本サービスの有効期限の経過
後に、両社が引き続き本件カードの会員と認める場合には、Suica対
応ATMにおいてJR東日本が定める方法によりオートチャージ設定を
再度会員自らが行うこととします。（2）両社が引き続き本件カードの
会員と認めた場合でも、有効期限内に前項の手続きを行わなかった
会員は、有効期限の到来をもってリンクによる本サービスは利用停
止となります。（3）会員が有効期限の更新を認められなかった場合、
会員は有効期限の到来をもって本サービスは利用停止となります。
第6条（紛失・盗難等）
1.会員は、万一リンクした記名Suica等を紛失し、または盗難にあっ
た場合は、速やかにSuicaを取り扱う駅において、再発行の手続き
を行うこととします。2.会員は、オートチャージ設定したモバイルデ
バイスを紛失し、または盗難にあった場合は、速やかにモバイル
SuicaウェブサイトまたはモバイルSuicaサポートセンターを通じて
再発行に必要な登録処理を行うこととします。3.JR東日本は前2項
の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停
止措置を完了させます。4.会員は、万一リンクした記名地域連携IC
カードを紛失し、または盗難にあった場合は、第1項によるほか、地
域連携ICカード取扱規則に定める方法により再発行の手続きを行
うこととします。
第7条（免責事項）
1.不可抗力、システム上のトラブル、第4条による場合等の理由を問わ
ず、オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、
損害については、両社はその責任を負わないこととします。2.リンクし
た記名Suica等またはオートチャージ設定したモバイルデバイスを紛
失し、または盗難にあった会員が第6条の手続きを行わなかった場
合、および第6条第3項に定めるリンクした記名Suica等またはオート
チャージ設定したモバイルデバイスの使用停止措置が完了するまで
の間に、他人による本サービスの利用、リンクした記名Suica等もし
くはオートチャージ設定したモバイルデバイスの使用等（払いもどし

を含みます。）により生じた会員の損害については、両社はそれらを補
償する責めを負いません。3.会員は、退会後であっても、退会前に発生
した本サービスにかかわる利用代金の支払いについては本特約が
適用されることを了承することとします。

第1条（適用範囲） 
本特約は、「トヨタティーエスキュービックカード会員規約」およびそ
の他諸規定、「トヨタティーエスキュービックビューカード特約」、「東
日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」（平成13年10月東
日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下、「ICカード取扱規則」と
いいます。）、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」
（平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下、「電子マ
ネー取扱規則」といいます。）および「東日本旅客鉄道株式会社地域
連携ICカード乗車券取扱規則」（2020年12月東日本旅客鉄道株式
会社公告第9号。以下、「地域連携ICカード取扱規則」といい、以下、
総称して「会員規約等」といいます。）に対する特約であり、会員規約
等と異なる条項については本特約を優先することとします。また、本
特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によ
るものとします。なお、ICカード取扱規則および地域連携ICカード取
扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による
場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読
み替えることと します。 
第2条（リンクサービス）
「リンク」とは本件カードと、ICカード取扱規則に定める「記名Suica
（電子マネー取扱規則に定める「ICカード等」のうち記名されたもの
も含みます。）」または地域連携ICカード取扱規則に定める「記名地
域連携ICカード」（以下、総称して「記名Suica等」といいます。）の情
報を関連付ける第3条に定める手続き（以下、「リンク設定」といいま
す。）を会員が完了することにより、次の各号に定めるサービス（以
下、「本サービス」といいます。）を可能にすることをいいます。（1）本
件カードを決済カードとした記名Suica等による「オートチャージに
関する特約」に定める「オートチャージサービス」 （2）その他両社が
別に定めるサービス 
第3条（設定方法） 
1.リンク設定および解除については、会員が本特約を承認かつ同意
し、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携してい
る会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等により行うこと
とします。また、リンク設定の変更は、会員自らが設定解除後に再
設定することにより行うこととします。 2.リンク設定を行う場合は、
次の各号の条件に合致し、かつ両社の承認を得ることが必要で
す。（1）リンク設定を行う本件カードと記名Suica等に登録された
情報のうち、氏名・生年月日・性別のすべてが一致すること （2）リ
ンク設定を行う記名Suica等がSF対応であること （3）リンク設定
を行う記名Suica等が、JR東日本が別に定める記名Suica等では
ないこと （4）リンク設定を行う本件カードが他の記名Suica等と
既にリンクしていないこと （5）リンク設定を行う記名Suica等が、
株式会社ビューカードが発行するクレジットカード（家族カードを
含みます。）または「ビューTypeⅡ提携カードに関する特約」に定め
る「ビューTypeⅡ提携カード」と既にリンクしていないこと （6）リ
ンク設定を行う本件カードおよび記名Suica等のいずれも無効な
カードでないこと 3.リンクした本件カードおよび記名Suica等のい
ずれかが無効なカードとなった場合、本サービスの利用を停止する
こととします。 4.両社が必要と認めた場合には、何らの通知、催告

なくして本サービスを停止することがあります。 
第4条（免責事項）
不可抗力、システム上のトラブル、第3条第2項各号に合致しない場
合等の理由を問わず、本サービスが実施できないことにより会員に
生じる不利益、損害については、両社はその責任を負わないことと
します。

第1条（目的・定義）
1.本特約は、会員が、本件カードのクレジットカード機能を「ビューType
Ⅱ提携カード」として利用するための条件を定めることを目的としま
す。2.ビューTypeⅡ提携カードとは、JR東日本およびJR東日本と提携し
た会社または組織が発行するカードのうち、JR東日本が特に定めるも
のをいいます。
第2条（本特約の効力）
本特約は、「トヨタティーエスキュービックビューカード会員規約」およ
びその他諸規定、「トヨタティーエスキュービックビューカード特約」、
「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」（平成13年10月
東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下、「ICカード取扱規則」と
いいます。）および「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規
則」（平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下、「電子
マネー取扱規則」といい、以下、総称して「会員規約等」といいます。）に
対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先
することとします。また、本特約の用語の定義について特に定めのない
ものは、会員規約等によるものとします。なお、ICカード取扱規則によ
る場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による場合、「Suica
電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることと
します。
第3条（利用）
1.会員は、会員規約等によるもののほか、JR東日本の指定するJR東日
本の窓口、乗車券類発売機、指定席券売機、Suicaの処理が可能なJR
東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する現
金自動預払機等（以下、「JR東日本窓口等」といいます。）で、本件カー
ドを利用することができます。2.会員は本件カードのクレジットカード
機能によりチャージを行う場合、チャージはショッピングとして行われ
るものとし、その場合のショッピング代金の支払区分は、一回払いとし
ます。3.JR東日本窓口等での利用時に会員は、売上票への署名に代え
て、JR東日本窓口等に設置されている端末機で、所定の手続きにより
本件カードの利用ができる場合があります。なお、両社が特に認めた場
合には、会員は、両社が指定する方法に従い、本件カードの提示、売上
票への署名等を省略することができます。
第4条（会員資格の喪失）
JR東日本は、第3条に定める本件カードの利用または「オートチャージ
に関する特約」に定めるオートチャージサービスの利用（以下、「JR東日
本でのカード利用」といいます。）において、次の各号の行為を禁止しま
す。いずれかに該当した場合、またはその疑いがあるとJR東日本が判
断した場合、両社は利用停止等の処置をとることがあります。（1）換金
を目的とした商品購入 （2）JR東日本でのカード利用によってチャージ
したSFを、繰り返し換金する行為 
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